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公 共 鹿 第 8 5 7号  

令和８年１月21日  

 

各所属所長 殿 

 

公立学校共済組合鹿児島支部長 

（鹿児島県教育委員会教育長） 

 

任意継続組合員制度の加入手続等について（通知） 

 

公立学校共済組合の組合員（臨時的任用職員，会計年度任用職員等の短期組合員を含む。

以下同じ。）が退職すると，組合員資格を喪失することから，新たな医療保険制度への加

入手続が必要となります。その一つとして，当共済組合の「任意継続組合員制度」があり

ます。 

当該制度は，一定の要件を満たす組合員が，申出により，退職後も引き続き２年間を限

度として，医療給付等の短期給付と福祉事業の一部の適用を受けることができる医療保険

制度です。 

つきましては，別紙「年度末退職者向けリーフレット」を対象組合員に配付の上，加入

希望者に対し，下記により手続を行うよう指導するとともに，年度途中における退職者に

対しても，その都度，周知するよう併せてお願いします。 

                                                     

記 

 

１ 退職後の医療保険制度 

  退職後は，再就職して勤務先の医療保険制度（健康保険・共済組合）が適用される場

合を除き，次の表のいずれかの医療保険制度に加入する手続が必要となります。 

 

２ 任意継続組合員制度の加入手続等 

(1) 加入資格 

   組合員期間（注）が退職日まで引き続き１年と１日以上あること。 

 

（注） 他の公務員共済組合の組合員期間は含みますが，前に加入していた任意継続組

合員期間や国民健康保険の被保険者期間は含みません。 

 

(2) 手続書類 

   任意継続組合員制度へ加入を希望する組合員は，次に掲げる書類に記入の上，当支

部へ提出してください。 
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  ア 任意継続組合員申出書（令和７年度末退職者は別添の用紙を，年度途中退職者は当支部ホー

ムページ掲載の年度途中退職者用の用紙を使用してください。） 

  イ ゆうちょ銀行の「自動払込利用申込書」（緑色の複写式用紙，アの申出書において掛金

の払込方法として口座振替を選択した方のみ同時に提出してください。） 

※ 「自動払込利用申込書」は，ゆうちょ銀行の窓口で取得してください。 

 

(3) 手続の流れ 

  加入申出から資格確認書等の交付までの流れは，次の図のとおりです。 

 

(4) 手続の期限 

    退職日を含めて20日以内に「任意継続組合員申出書」の提出及び掛金を納入する必

要があります。令和７年度末退職の場合は，４月17日（金）までに前記(3)の加入手

続流れ図中の①から③までを終える必要があります。ただし，年度末退職予定者につ

いては，次の表のスケジュールにより，退職前から加入申出の事前受付を行います。 

   なお，再就職希望者は，採用の状況が明らかになった段階で加入手続をしてくだ

さい。再就職（勤務先の医療保険制度の適用）が決まり，加入申出の取下げが生じた

場合，年度末・年度初めは事務処理がふくそうすることから，組合員資格情報の訂正

や既に払い込まれた掛金の返金に期間を要します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図：任意継続組合員制度への加入手続の流れ図

「任意継続組合員申出書」を提出＊

①

掛金額と納入期限を通知
②

掛金を期限内に指定口座へ納入（口座振替又は振込）
③

資格確認書等を自宅へ送付
④

＊退職（予定）時の所属所長の記載事項証明を受けて提出する。
　 また，申出書で掛金の口座振替を選択した場合は，同時に「自動払込利用申込書」（ゆうちょ銀行の緑色複写式用紙）も提出する。
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※ 事前受付の申出書の提出（①）の最終期限である３月18日（水）（第３回受付）後も４月
17日（金）までは加入手続は可能（掛金納入は４月19日（日）まで）ですが，この場合，申
出書の提出前に，下記問合せ先まで連絡してください（掛金の納入方法は振込のみです。）。 

 

(5) 留意事項 

退職日の翌日から公立学校等で常勤再任用職員として勤務する方は一般組合員とな

りますので，任意継続組合員制度には加入できません。 

また，公立学校等で非常勤職員（会計年度任用職員，再任用短時間職員，任期付短

時間職員等）や臨時的任用職員として勤務する方のうち，任用期間が２か月を超え，

社会保険の加入要件を満たす方は，原則，公立学校共済組合の短期組合員となります

ので，任意継続組合員制度には加入できません。 

なお，退職後，次の任用日まで期間が空く場合でも，任命権者と職員との間で事実

上の任用関係が継続していると任命権者が判断する場合は，組合員資格も引き続くも

のとして取り扱うこととなります。継続するか否かの判断は，当共済組合では出来ま

せん。任命権者へ御確認ください。 

 

(6)  その他 

  ア 様式等について 

任意継続組合員制度の説明文書「年度末退職者向けリーフレット」及び申出書等

の記入例を併せて送付します。また，支部ホームページにも掲載しますので，併せ

て活用してください。  

  イ 任意継続組合員の掛金について 

    令和８年度の掛金率が決定後（２月中旬頃），支部ホームページに掛金早見表を

掲載予定です。加入時に納入すべき掛金額は，任意継続組合員申出書の提出後に，

申出書記載の住所へ通知します。 

    また，令和８年４月から徴収開始となる「子ども・子育て支援掛金」は，任意継

続組合員についても徴収対象となります。 

ウ 任意継続組合員が利用できる福祉事業について 

(ｱ)  特定健康診査・特定保健指導（無料） 

(ｲ)   山の家・海の家利用補助（夏季休業期間中） 

(ｳ)   鹿児島宿泊所（ホテルウェルビューかごしま）結婚式場利用補助 

(ｴ)   鹿児島宿泊所会食等利用補助 

(ｵ)   鹿児島宿泊所宿泊利用補助 

(ｶ)   鹿児島宿泊所慶事・法事利用補助 

(ｷ)   共済組合が運営する全国の宿泊施設の組合員料金での利用 

(ｸ)   高額医療貸付け・出産貸付け 

※ 人間ドックの健診費用等の補助は利用できません。 

     

 
(提出・問合せ先) 
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号 
公立学校共済組合鹿児島支部 
福利係 担当 井村 
電話：099-286-5217   FAX：099-286-5663 
＊ 県立学校における本文書の分類基準表上の 

分類記号：「Ｂ－７―２（共済組合）」 


